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に

る

特

例

第
五
条
の
十
一
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
（
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金

所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴

収
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
附

則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
第
三
百
二
十
一

条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合

算
額
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額

を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の

合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係

る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の

額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に

係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
の
二
分
の
―

一
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
当
該
額
が
百

円
未
満
で
あ
る
と
き
は
百
円
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は

当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
普
通
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個

人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
六
月
分
普
通
徴
収

金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る

納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に

係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら

れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
を
三
で
除
し
て
得

た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
特
別
徴
収
金
額
」
と
い

う
。
）
に
一
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額

か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
に
相

当
す
る
税
額
を
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別

徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）

の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
普

通
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ

て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ

て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
か

ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る

税
額
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
十
二
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

三
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者

の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
同
条
本

文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
当
該
年

度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収

金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金

所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
十

二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税

額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

四
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
の
合

計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の

十
月
分
特
別
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十

条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ

て
い
る
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
徴

収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
及
び
そ

の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税

額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給

付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
．

五
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
及
び
そ

の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中

に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
並
び
に
当
該
年
度

の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い

も
の
と
し
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割

額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
を
当
該
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す

る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回

数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日

．
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
附
則
第
五
条
の
十
一
第
一
項
各
号
の
規
定
に

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
額
」
と
す
る
。

3

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴
収

（
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に

係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特

別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額

に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又

は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
特
別
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
に
二
を
乗
じ

て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
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2

前
項
の
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る

額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円

（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
（
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
控
除
対
象
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き

一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶

者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
に
第

一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の

全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
。
第
五
項
に
お
い
て
「
道
府
県
民
税
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
と
し
、
個
人
の
住

民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、

一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲

げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
三

条
の
三
第
二
項
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
附

則
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九

ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
附
則
第
五
条
の

五
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

3

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
（
附
則
第
五
条
の

八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

4

市
町
村
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額

控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四

条
の
九
ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
附
則
第
五

条
の
五
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

5

前
項
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円

（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
（
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
控
除
対
象
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人

に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対

象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）

か
ら
道
府
県
民
税
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特

別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者

等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金

額
と
す
る
。

6

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
十
四
条
の
七
第
十
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八

第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
十
四
条
の
七
第
十
一
項
及
び
附
則

第
五
条
の
五
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
（
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
一
項
中
「
課
し
た
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の

前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
の
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
、

「
、
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
す
る
。

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
普
通
徴
収
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条
の
九
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
第
三
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法

に
よ
っ
て
徴
収
す
る
個
人
の
市
町
村
民
税
（
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
十
三

の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）

の
納
期
が
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
け
る
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村

民
税
の
当
該
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
け
る
徴
収
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
前

条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村

民
税
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
を

控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い

う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
を
四
で
除
し
て
得
た
金
額

（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
三
を
乗

じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た

残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
六
月
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
六
月

中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村

民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い

て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者

の
六
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な

い
場
合
に
は
、
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
八
月
中
に

定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者

の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
十
月

中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
一
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当

す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

三
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者

の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者

の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納

期
及
び
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
十
月
中
に
定
め
ら

れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合

計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す

る
税
額
を
、
一
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

四
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者

の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
六
月

中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
、
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
十
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お

い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
一
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
普
通
徴

収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
個

人
の
市
町
村
民
税
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通

徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
」
と
す
る
。

3

市
町
村
が
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
（
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
か
ら
第
三
百
二
十
一
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
同
項
の

規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
令
和
六
年
度
分
の
給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条
の
十
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
一
条
の

五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
同
項
中
「
十
二
分
の

-
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
分
の
一
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
」
と
す
る
。



-62-

--0123456789

令和 6年 3月30日 土曜日 官 報 （号外特第 28号） 42 

第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
中
「
商
業
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」

に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次

項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を

し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
四
十
八
第
一
項
中
「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正

請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定

す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め

る。
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改

め
る
。第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
口
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
か

ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
三
項
中
「
法
人
で
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第

五
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一

項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
若
し
く
は
中
間
期
間
」
に
改

め
、
同
条
第
二
十
六
項
中
「
法
人
に
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
に

規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間

期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
「
若
し
く
は
中
間
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
項
中
「
開
始
す
る
」
を
「
終
了
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
八
条
の
十
二
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
二
十
九
号
中
「
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号
」
を
「
第
八
号
ま
で
」
に
改
め

る。
第
四
百
六
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」

に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改

め
る
。

第
五
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書

（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
十
九
号
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
ニ
イ
に
規
定
す
る

特
定
主
要
構
造
部
」
に
、
「
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
」
を
「
同
条
第
九
号
の
三
イ
」
に
改
め
る
。

第
六
百
十
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
六
百
八
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改

め
る
。第

七
百
一
条
の
十
三
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正

請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
百
一
条
の
六
十
二
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項

j

を
「
前
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」

に
改
め
る
。

第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
を
「
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
、
「
介
護
納
付
金
」

と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

第
七
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請

求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
に
」
を
「
前
条
第
一
項
に
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し

た
」
に
改
め
る
。

第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に

改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七

年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条

第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
七
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
五
条
の
八
道
府
県
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
限
り
、
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分

特
別
税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ

の
条
か
ら
附
則
第
五
条
の
十
二
ま
で
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
第
三
十
五
条
、

第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の

四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
。
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令
和
六
年
三
月
三
十
日

御

名

御

璽

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

`~ 
号

§
f第
四
号

8

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

2

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
第
一
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

特外号（
 

ヽ
9
v
1―ヽ

1
i

第
一
章
第
四
節
中
第
十
一
条
の
九
を
第
十
一
条
の
十
と
し
、
第
十
一
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
免
れ
た
株
式
会
社
の
役
員
等
の
第
二
次
納
税
義
務
）

第
十
一
条
の
九
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
免
れ
、
又
は
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
還

付
を
受
け
た
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
が
そ
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
し
て
い

な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
に
対
し
滞
納
処
分
を
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収

す
べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
合
資
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
条
の
二
の
無
限
責
任
社
員
に
対

し
滞
納
処
分
を
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収
す
べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
偽
り
そ

の
他
不
正
の
行
為
を
し
た
そ
の
株
式
会
社
の
役
員
又
は
そ
の
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る

有
限
責
任
社
員
（
そ
の
役
員
又
は
有
限
責
任
社
員
を
判
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
又
は
社
員
と
し
て
選
定
し
た
場
合

に
そ
の
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
が
法
人
税
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
又
は
有
限
責
任
社
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
役
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
免
れ
、
若
し
く
は
還
付
を
受
け
た
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
又
は
そ
の
株

式
会
社
、
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
の
財
産
の
う
ち
、
そ
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
時
以
後
に
、

そ
の
特
定
役
員
等
が
移
転
を
受
け
た
も
の
及
び
そ
の
特
定
役
員
等
が
移
転
を
し
た
も
の
（
そ
の
株
式
会
社
、
合
資

会
社
又
は
合
同
会
社
の
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
通
常
の
取
引

の
条
件
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
の
各
事
業
年
度
の
収
益

に
係
る
売
上
原
価
、
販
売
費
又
は
一
般
管
理
費
の
額
の
基
因
と
な
る
取
引
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
取
引
と
し
て

移
転
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
価
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
滞
納
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収

金
の
第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
。

第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
六
月
」
を
「
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
に
後
段
と
し
て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
口
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
か
ら
第

十
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
中
「
法
人
で
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
又
は

第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
若
し
く
は
中
間
期
間
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
六
項
中
「
法
人
に
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る

中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間
期
間
（
同

法
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
若
し

く
は
中
間
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
項
中
「
開
始
す
る
」
を
「
終
了
す
る
」
に
改
め
る
。

岸

田

文

雄

第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正

請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更

正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
に
」
を
「
前
条
第
一
項
に
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更

正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
に
」
を
「
前
条
第
一
項
に
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
第
七
号
中
「
及
び
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
」
を
「
、
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
及
び

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
中
「
法
人
税
法
」
の
下
に
「
第
二
十
七
条
、
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
若

し
く
は
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
生
活

保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
の

う
ち
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
同
法
」

を
「
又
は
同
法
」
に
改
め
、
「
又
は
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附

則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
被
保
険
者
に
係
る

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
当
該
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
の
算
定
に
係
る
当
該
指
定
介
護
療
養
施
設

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
」
を
削
る
。

第
七
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
中
「
提
出
し
、
又
は
」
を
「
提
出
し
、
」
に
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
又
は
第

二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
し
、
若
し
く
は
」
を
「
を
し
、
」
に
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請

求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
七
十
六
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改

め
る
。第

七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
二
条
の
八
十
の
三
」
を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
の
八
十
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適

用）

第
七
十
二
条
の
八
十
の
三
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
国
外
事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
行

う
同
項
第
八
号
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
同
項
第
八
号
の
四
に
規
定
す
る
事
業
者
向
け
電

気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
」

と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
対
価
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
の
規
定
を
適
用

す
る
。

第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
中
「
第
三
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
九
十
三
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
以
下
こ

の
款
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
九
十
五
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
還
付
」
を
「
還
付
を
受
け
、
又
は
第

七
十
二
条
の
九
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
に
よ
る
還
付
（
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
更
正
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
告
書
」
を
「
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
第
七
十
二
条
の
九
十
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
に
よ
る
還
付
の
う
ち
譲
渡

割
の
中
間
納
付
額
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
者
に
係
る
も
の
」
を
「
場

合
」
に
改
め
る
。
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議案第45号 ］ 
茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の

改正に伴い、学校医等の公務災害に対する介護補償の額及び休業補償等の額の算定の基

礎となる補償基礎額を改めるため提案する。

2 根拠法規

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭和 3

2年法律第 14 3号）第 4条第 1項

3 条例の概要

(1) 介護補償の額を引き上げることとした。（第 12条関係）

(2) 休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を引き上げることとした。（別表関

係）

(3) 規定を整備することとした。（第 8条関係）

(4) この条例は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。
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茅
ヶ

崎
市

立
小

学
校

及
び

中
学

校
の

学
校

医
、

学
校

歯
科

医
及

び
学

校
薬

剤
師

の
公

務
災

害
補

償
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
新

旧
対

照
表

改
正

後
改

正
前

（
補
償
基
礎
額
）

I
 （

補
償
基
礎
額
）

第
3
条

補
償

は
、

療
養

補
償

及
び

介
護

補
償

を
除

き
、

補
償

基
礎

額
を

基
礎

と
し

て
行

第
3
条

補
償

は
、

療
養

補
償

及
び

介
護

補
償

を
除

き
、

補
償

基
礎

額
を

基
礎

と
し

て
行

う
も
の
と
す
る
。

2
 
前

項
の

補
償

基
礎

額
は

、
死

亡
若

し
く

は
負

傷
の

原
因

で
あ

る
事

故
が

発
生

し
た

日

又
は

診
断

に
よ

っ
て

死
亡

の
原

因
で

あ
る

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
若

し
く

は
診

断

に
よ

っ
て

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
（

附
則

第
1
2
項

及
び

第
1

3
項

に
お

い
て

単

に
「

事
故

発
生

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
学

校
医

等
の

そ
れ

ぞ
れ

医
師

、
歯

科

医
師

又
は

薬
剤

師
と

し
て

の
経

験
年

数
（

第
1
8
条

第
2
項

第
2
号

に
お

い
て

単
に

「

経
験

年
数

」
と

い
う

。
）

に
応

じ
て

、
別

表
に

定
め

る
額

と
す

る
。

3
略

4
略 （
休
業
補
償
）

第
8
条

学
校

医
等

が
公

務
上

負
傷

し
、

又
は

疾
病

に
か

か
り

、
療

養
の

た
め

勤
務

そ
の

他
の

業
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
給

与
そ

の
他

の
業

務
上

の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

当
該

学
校

医
等

に
対

し
て

、
休

業
補

償
と

し

て
、

そ
の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

期
間

、
1
日

に
つ

き
、

補
償

基
礎

額
の

1
0
 

0
分

の
6

0
に

相
当

す
る

金
額

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

刑
事

施
設

、
労

役
場

そ
の

他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
施

設
に

拘
禁

さ
れ

て
い

る
場

合
（

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
場

合

に
限

る
。

）
に

は
、

そ
の

拘
禁

さ
れ

て
い

る
期

間
に

つ
い

て
は

、
休

業
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

（
介
護
補
償
）

第
1
2
条

略

2
 
介

護
補

償
は

、
月

を
単

位
と

し
て

行
う

も
の

と
し

、
そ

の
額

は
、

1
月

に
つ

き
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

と
す

る
。

(1
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
（

障
害

の
程

度
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

月
に

お

け
る

最
初

の
変

更
の

前
の

障
害

。
第

3
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
常

時
介

護
を

要
す

る
程

度
の

障
害

と
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号

う
も
の
と
す
る
。

2
 
前

項
の

補
償

基
礎

額
は

、
死

亡
若

し
く

は
負

傷
の

原
因

で
あ

る
事

故
が

発
生

し
た

日

又
は

診
断

に
よ

っ
て

死
亡

の
原

因
で

あ
る

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
若

し
く

は
診

断

に
よ

っ
て

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
（

附
則

第
1

2
項

及
び

第
1

3
項

に
お

い
て

単

に
「

事
故

発
生

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
学

校
医

等
の

そ
れ

ぞ
れ

医
師

、
歯

科

医
師

又
は

薬
剤

師
と

し
て

の
経

験
年

数
（

第
1
8
条

第
2
項

第
2
号

に
お

い
て

単
に

「

経
験

年
数

」
と

い
う

。
）

に
応

じ
て

、
別

表
に

定
め

る
額

と
す

る
。

3
略

4
略 （
休
業
補
償
）

第
8
条

学
校

医
等

が
公

務
上

負
傷

し
、

又
は

疾
病

に
か

か
り

、
療

養
の

た
め

勤
務

そ
の

他
の

業
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
給

与
そ

の
他

の
業

務
上

の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

当
該

学
校

医
等

に
対

し
て

、
休

業
補

償
と

し

て
、

そ
の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

期
間

、
1

日
に

つ
き

、
補

償
基

礎
額

の
1
0
 

0
分

の
6
0
に

相
当

す
る

金
額

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合

（
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

る
。

）
に

は
、

そ
の

拘
禁

さ
れ

、
又

は
収

容
さ

れ
て

い
る

期
間

に
つ

い
て

は
、

休

業
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

旦
L

刑
事

施
設

、
労

役
場

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

施
設

に
拘

禁
さ

れ
て

い
る

場
合

塩
婦

人
補

導
院

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
施

設
に

収
容

さ
れ

て
い

る
場

合

（
介
護
補
償
）

第
1
2
条

略

2
 
介

護
補

償
は

、
月

を
単

位
と

し
て

行
う

も
の

と
し

、
そ

の
額

は
、

1
月

に
つ

き
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

と
す

る
。

(1
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
（

障
害

の
程

度
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

月
に

お

け
る

最
初

の
変

更
の

前
の

障
害

。
第

3
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
常

時
介

護
を

要
す

る
程

度
の

障
害

と
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号
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に
お

い
て

「
常

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
（

同
号

に
掲

げ
る

と
き

を
除
く
。
）

そ
の

月
に

お
け

る
介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額
が

1
7
7
,

9
5

0
円
を
超
え
る
と
き
は
、

1
7
7
,
 
9

5
0
円）

(2
)

常
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

（
新

た
に

介
護

補
償

を
行

う
べ

き

事
由

が
生

じ
た

月
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

及
び

第
4
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
親

族

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

者
に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ

れ
た

額
が

8
1
,

2
9

0
円

以
下

で
あ

る
と

き
に

限

る
。
）

8
1
,

2
9

0
円

(3
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
が

随
時

介
護

を
要

す
る

程
度

の
障

害
と

し
て

教
育

委
員

会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号

に
お

い
て

「
随

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
（

同
号

に
掲

げ
る

と
き

を
除

く
。

）
そ

の
月

に
お

け
る

介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額

が
8
8
,

9
8

0
円
を
超
え
る

と
き
は
、

8
8
,
 
9

8
0
円）

(4
)

随
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

に
親

族
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ

れ
た

額
が

4
0
,
 
6

 Q
_
Q
円
以
下
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

4
 0
,
 
6
 0

 0
 

旦
別

表
（

第
3
条
関
係
）

補
償

基
礎

額
表

医
師

、
歯

科
医

師
又

5
年

未
5
年

以
1
 0
年

1
 5
年

2
 0
年

2
 5
年

は
薬

剤
師

と
し

て
の

満
上

1
0

 
以
上

1
以
上

2
以
上

2
以

上

経
験

年
数

年
末

満
5
年

未
0
年

未
5
年

未

満
満

満

学
校

医
及

び
学

校
歯

円
円

円
円

円
円

科
医

の
補

償
基

礎
額

6
,
 
6

 
8
,
 
2

 
9
,
 
7
 

1
 0
,
 

1
 1
,
 

1
 2
,
 

1
 8

 
8

 3
 

9
 5

 
9
 2

 3
 

7
 1

 8
 

4
 3

 8
 

に
お

い
て

「
常

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
H
が

あ
る

と
き

（
同

号
に

掲
げ

る
と

き

を
除
く
。
）

そ
の

月
に

お
け

る
介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額
が

1
7
 2
,
 

5
 5

 0
円
を
超
え
る
と
き
は
、

1
7
2
,
 
5

5
0
円）

(2
)

常
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

（
新

た
に

介
護

補
償

を
行

う
べ

き

事
由

が
生

じ
た

月
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

及
び

第
4
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
親

族

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

者
に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ

れ
た

額
が

上
工

1
8
 9

 0
円

以
下

で
あ

る
と

き
に

限

る
。
）

7
7
,

8
9

0
円

(3
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
が

随
時

介
護

を
要

す
る

程
度

の
障

害
と

し
て

教
育

委
員

会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号

に
お

い
て

「
随

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
（

同
号

に
掲

げ
る

と
き

を
除

く
。

）
そ

の
月

に
お

け
る

介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額

が
8
6
,

2
8

0
円
を
超
え
る

と
き
は
、

8
6
,

2
8

0
円）

(4
)

随
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

に
親

族
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ
れ
た
額
が
旦
旦
」

9
 0
_
0
円
以
下
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

3
 8
,
 
9
 0

 0
 

旦
別

表
（

第
3
条
関
係
）

補
償

基
礎

額
表

医
師

、
歯

科
医

師
又

5
年

末
5
年
以

1
 0
年

1
 5
年

2
 0
年

2
 5
年

は
薬

剤
師

と
し

て
の

満
上

1
0
 
以
上

1
以
上

2
以
上

2
以
上

経
験

年
数

年
未

満
5
年

未
0
年

未
5
年

未

満
満

満

学
校

医
及

び
学

校
歯

円
円

円
円

円
円

科
医

の
補

償
基

礎
額

6
,
 
3
 

8
,
 
0
 

9
,
 

6
 

1
 0
,
 

1
 1
,
 

1
 2
,
 

4
0

 
8
 5

 
4

0
 

8
 1

 0
 

6
 4

 5
 

3
 8

 8
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学
校

薬
剤

師
の

補
償

1
5
,
 

5
 

6
,
 
4
 |

 
7
,
 
0
 

8
,
 
0
 

8
,
 
9
 

9
,
 
3
 

基
礎

額
6

 8
 

7
 0

 
3
 8

 
9
 3

 
|

 
5
 0

 
9
 8

 

学
校

薬
剤

師
の

補
償

1
5
,
 

3
|
 6
,
 
3

 
6
,
 
9

 
8
,
 
0

 
8
,
 
9

 
9
,
 

3
 

基
礎

額
4

 0
 

1
 0
 

2
 5

 
1

 2
 8

 
0

 8
 
|
 

7
 0
 

備
考

略
備

考
略
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茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部を改正する条例参照条文

0公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

（補償の範囲、金額、支給方法等）

第四条 前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基

準に従い、地方公共団体の条例で定める。

旦 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法（昭和二十六年

法律第百九十一号）の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯

科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師

としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程

度のものとなるようにこれを定めなければならない，

0公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令（令和 6年政令第 10 8号）の規定による改正前のもの）

（休業補償）

第四条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に

従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当

該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十

に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設

に拘禁されている場合（文部科学省令で定める場合に限る。）には、その拘禁されている期間につ

いては、休業補償は、行わない。

（介護補償）

第六条の二 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又

は障害補償の補償の事由となった障害であって文部科学省令で定める障害に該当するものにより、

常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医

等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、

次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

ー 病院又は診療所に入院している場合

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号

）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入

所している場合（同条第七項に規定する生活介護（同号において「生活介護」という。）を受け

ている場合に限る。）

三 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として文部科学大臣が定めるも

のに入所している場合

旦介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

ニ介護補償に係る障害（障害の程度に変更があった場合は、その月における最初の変更の前の障

害。第三号において同じ。）が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに

該当する場合（次号において「常時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要

する費用を支出して介護を受けた日があるとき（同号に掲げるときを除く。） その月における

介護に要する費用として支出された額（その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万

二千五百五十円）

二 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。

以下この号及び第四号において同じ。）に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある

とき（その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に

要する費用として支出された額が七万七千八百九十円以下である場合に限る。） 七万七千八百

九十円

一 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当す
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る場合（次号において「随時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があるとき（同号に掲げるときを除く。） その月における介護に

要する費用として支出された額（その額が八万六千二百八十円を超えるときは、］＼万六千二百八

十円）

阻 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があ

るとき（その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護

に要する費用として支出された額が三万八千九百円以下であるときに限る。） 三万八千九百円
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令和 6年 3月 29日 金瞳日 官 報 （号外特第 27号） 26 

令
和
六
年
一
云
一
月
二
十
九
日

御

名

御

璽

岸

田

文

雄

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
百
八
号

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年

政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
七
万
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
十
七
万
七
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
七
万
七
千
八
百
九
十
円
」
を
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
＿
一
号
中
「
八
万
六
千
二
百
八
十
円
」

を
「
八
万
八
千
九
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
万
八
千
九
百
円
」
を
「
四
万
六
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
学
校
医
及
び
学
校
歯
科
医
の
補
償
基
礎
額
の
項
中
「
六
、
三
四

0
円
」
を
「
六
、
六
一
八
円
]
に
‘
「
八
、

0
八

五
円
l

を
「
八
、
二
八
三
円
」
に
、
「
九
、
六
四

0
円
」
を
「
九
、
七
九
五
円
」
に
、
「
一

0
、
八
一

0
円
」
を
「
一

0
、

九
―
―
―
二
円
」
に
、
「
―
-
、
六
四
五
円
」
を
「
―
-
、
七
一
八
円
」
に
、
「
―
二
、
一
＿
一
八
八
円
」
を
「
一
―
-
、
四
三
八
円
」

に
改
め
、
同
表
学
校
薬
剤
師
の
補
償
基
礎
額
の
項
中
「
五
、
三
四

0
円
」
を
「
五
、
五
六
八
円
」
に
、
「
六
‘
-
―
二

0
円」

を
「
六
、
四
七

0
円
」
に
、
「
六
、
九
二
五
円
」
を
「
七
、

0
1
―
一
八
円
」
に
、
「
八
、

0
二
八
円
」
を
「
八
、

0
九
三
円
」

に
、
「
八
、
九

0
八
円
」
を
「
八
、
九
五

0
円
」
に
、
「
九
、
一
＿
一
七

0
円
」
を
「
九
、
三
九
八
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

文
部
科
学
大
臣
盛
山
正
仁

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

（
経
過
措
置
）

2

改
正
後
の
第
六
条
の
二
第
一
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補

償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
―

H
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害
補
償
並
び
に
同

日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遣
族
補
償
年
金
で
同
日
以
後
の
期
間
に

つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
公
務
災
害
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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令和 5年 4月7日 金曜日 官 報 第 953号 4
 

（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
一
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

（
更
生
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
更
生
保
護
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
（
売
春
防
止
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
の
表
五
の
項
二
及
び
ホ
を
削
る
。

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
の
長
又
は
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
の
長
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
四
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
、
婦
人
補
導
院
の
長
l

を
削
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
一
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
一
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
百
―
―
一
条
第
一
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は

少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
法
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
法
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
、
補
導
処
分

j

を
削
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
、
少
年
院
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
院
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
＿
一
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

第
一
子
一
十
六
条
第
一
号
中
「
、
拘
置
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
拘
置
所
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
号
中
「
、
少
年
院
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
院
]
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
困

難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の

規
定
に
よ
る
被
害
者
の
保
護
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
員
及
び
同
法
第
十
―
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支

援
施
設
の
行
う
も
の
に
限
る
。
第
百
一
条
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
一
条
第
八
号
中
「
要
保
護
女
子
の
保
護
更
生
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
（
婦
人
相
談
所
、
婦
人
相
談
員
及

び
婦
人
保
護
施
設
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

ー

ー

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退

職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
同
法
第
二

条
第
九
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立

支
援
施
設
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
三
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
一
―
―
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
障
害
を
原
因
と
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
更
生
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
囮
）

第
四
条
第
一
―
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
更
生
保
護
法
施
行
令
第
八
条
の
表
五
の
項
二
及
び
ホ
に
掲
げ
る
記
録

の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

総

務

大

臣

松

本

剛

明

法

務

大

臣

齋

藤

健

財
務
大
臣
鈴
木
俊
一

文
部
科
学
大
臣
永
岡
桂
子

厚
生
労
働
大
臣
加
藤
勝
信

国
土
交
通
大
臣
斉
藤
鉄
夫

環

境

大

臣

西

村

明

宏
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御

名

御

璽

岸
田

文
雄

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

号54
一
政
令
第
口
い
＂
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
一

内
閣
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

，
 

及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第

（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
第
九
号
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
及
び
少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
及
び
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
賞
与
金
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
の
二
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
又
は

少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
又
は
婦
人
補
導
院
法
第
十
二
条
」
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補

導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
四
号
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
及
び
少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
及
び
婦
人
補
導
院
法
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
賞
与
金
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
の
二
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
又
は
少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
又
は
婦
人
補

導
院
法
第
十
二
条
」
を
削
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
の
長
又
は
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
の
長
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
四
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
、
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
表
第
五
十
条
第
一
項
の
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若

し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
五
項
中
「
、
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

（
物
品
管
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
物
品
管
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
二
号
中
「
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
を
「
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
に
改

め
、
「
又
は
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
十
三
条
」
を
削
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
―
―

十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
た
だ
し
書
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て

い
る
」
に
改
め
、
「
、
又
は
収
容
さ
れ
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
る
。

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
口
及
び
第
九
条
第
一
号
口
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別

所
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
’
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
困

難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
要
保
護
女
子
の
収
容
保
護
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
」
に
、
「
第
三
十
八
条

第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
五
十
三
条
の
十
四
の
六
第
二
項
第
四
号
中
「
売
春
防
止
法
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
」
に
改
め
る
。

（
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

じ
ん

第
十
一
条
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四

百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
」
を
「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
設
置
し

た
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
設
置
し
た
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
収
容
保
護
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
」

に
、
「
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
、
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
、
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、

「
被
災
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
被
災
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
被
災
婦

人
保
護
施
設
」
を
「
被
災
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措
置

法

施

行

令

の

一

部

改

正

）

，

第
十
二
条
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設

（
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護

施
設
」
を
削
り
、
「
又
は
障
害
者
支
援
施
設
」
を
「
、
障
害
者
支
援
施
設
又
は
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。
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（
準
備
行
為
）

第
三
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
と
み
な
す
。

ア

の

＂

第
四
条
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目

次

中

「

翌

口

翡

瞑

竺

聾

臼

胃

1
戸
翌
麟
｝
を
「
附
則
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
と
と
も
に
、
性
行
又
は
環
境
に
照
し
て
売
春
を
行
う
お
そ
れ
の

あ
る
女
子
に
対
す
る
補
導
処
分
及
び
保
護
更
生
の
措
置
を
講
ず
る
」
を
削
る
。

第
三
章
及
び
第
四
章
を
削
る
。

t
 

第
五
条
政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
以
下
「
旧
売
春
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
（
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
。
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
「
旧
婦
人
補
導
院
法
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
補
導
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
退
院
し
、
又
は
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
条
の

規
定
に
よ
り
補
導
処
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
者
以
外
の
も
の
が
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
必
要

に
応
じ
て
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
者
に
対
す
る
当
該
支
援
に
関
す
る
情
報

の
提
供
、
関
係
機
関
の
連
携
を
図
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
前
条
の
者
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時

に
お
い
て
刑
の
執
行
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
た
も
の
と
み
な
す
。

2

旧
売
春
防
止
法
第
五
条
の
罪
と
他
の
罪
と
に
つ
き
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
、
旧
売
春
防
止
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
旧
売
春
防
止
法
第
五
条
の
罪
の
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な

第
七
条
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
か
ら
退
院
し
た
者
及
び
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
補
導
処
分
の
執

行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
（
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生
緊
急
保
護
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す

る
援
助
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
二
に
規

定
す
る
援
助
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
更
生
保
護
法
第

八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
及
び
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
規
定
す
る
者
の
例
に
よ
る
。

（
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
八
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
は
、
女

性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
同
条
第
三

項
第
三
号
の
一
時
保
護
及
び
そ
の
委
託
は
、
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
一
時

保
護
及
び
そ
の
委
託
と
み
な
す
。

2

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
女
性
相
談
支
援
員
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
売

春
防
止
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
婦
人
相
談
員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
第

十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
材
と
し
て
、
そ
の
登
用
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
は
、
女
性
自
立
支

援
施
設
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
同
条
の
収
容
保
護
及
び
そ

の
委
託
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
自
立
支
援
及
び
そ
の
委
託
と
み
な
す
。

（
旧
売
春
防
止
法
に
規
定
す
る
費
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
費
用
に
つ

い
て
の
都
道
府
県
及
び
市
の
支
弁
並
び
に
国
の
負
担
及
び
補
助
並
び
に
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
費

用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
）

第
十
条
婦
人
補
導
院
法
は
、
廃
止
す
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
＿
条
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
金
の
支
給
及
び
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
る
遺
留
金
品
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
務
は
、

法
務
省
令
で
定
め
る
法
務
省
の
職
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
項
を
削
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
条
」
に
改
め
る
。

（
地
方
財
政
法
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

一
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
条
第
十
号

ニ
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項

（
公
職
選
挙
法
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」

に
改
め
る
。

一
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

二
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
六
十
条
第
一
項
第
三
号

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
、
「
疑
」
を
「
疑
い
」
に
、
「
左

の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
行
な
い
I

を
「
行
い
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
補
導
処
分
」
を
削
る
。

（
電
波
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
第
三
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
法
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
法
」
に
改
め
、
「
及
び
婦
人
補

導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

（
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
）
Cf

第
十
八
条
社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
」
に
、
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」

に
改
め
る
。
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（
支
援
調
整
会
議
）

第
十
五
条
地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
適
切
か
つ
円
滑

に
行
う
た
め
、
関
係
機
関
、
第
九
条
第
七
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
、
困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
及
び
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
従

事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
調
整
会
議
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
．

2

支
援
調
整
会
議
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
適
切
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交

換
を
行
う
と
と
も
に
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
内
容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

3

支
援
調
整
会
議
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関

係
機
関
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

関
係
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

5

次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
援
調
整
会
議
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
正

当
な
理
由
が
な
く
、
支
援
調
整
会
議
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
当
該
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者

二
法
人
当
該
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者

三
前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
支
援
調
整
会
議
を
構
成
す
る
者
又
は
当
該
者
で
あ
っ
た
者

6

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
調
整
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
支
援
調
整
会
議
が

定
め
る
。第

四
章
雑
則

（
教
育
及
び
啓
発
）

第
十
六
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
し
国
民
の

関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

か
ん

2

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
己
が
か
け
が
え
の
な
い
個
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
の
涵
養
に
資
す
る
教

育
及
び
啓
発
を
含
め
、
女
性
が
困
難
な
問
題
を
抱
え
た
場
合
に
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
適
切
に
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
の
推
進
）

第
十
七
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
資
す
る
た
め
、
効
果
的
な
支
援
の

方
法
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
方
法
等
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
八
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
従
事
す
る
者
の
適
切
な
処
遇
の
確

保
の
た
め
の
措
置
、
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
係
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
民
間
の
団
体
に
対
す
る
援
助
）

第
十
九
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体

に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（

都

道

府

県

及

び

市

町

村

の

支

弁

）

．

第
二
十
条
都
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
限
る
。
）
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
要
す
る
費
用
（
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）

二
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
一
時
保
護
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費

用
三
都
道
府
県
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
に
要
す
る
費
用

四
都
道
府
県
が
設
置
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用

五
都
道
府
県
が
行
う
自
立
支
援
（
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を

含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費
用

六
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
自
ら
行
い
、
又
は
民
間
の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
困
難
な
問
題

を

抱

え

る

女

性

へ

の

支

援

に

要

す

る

費

用

・

2

市
町
村
は
、
市
町
村
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
自
ら
行
い
、
又
は
民
間
の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
等
の
補
助
）

第
二
十
一
条
都
道
府
県
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
三

以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
法
令

及
び
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
の
当

該
活
動
に
要
す
る
費
用
（
前
条
第
一
項
第
六
号
の
委
託
及
び
同
条
第
三
項
の
委
託
に
係
る
委
託
費
の
対
象
と
な
る
費

用
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
の
負
担
及
び
補
助
）

第
二
十
二
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費

用
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

2

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
十
分
の
五
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

も
の
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
市
町
村
が
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用

3

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
同
項

第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
市
町
村
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村

が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

第
五
章
罰
則

第
二
十
三
条
第
九
条
第
八
項
又
は
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー

ム

日

、
に
貝
―
―

二
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四

年
法
律
第
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

三
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律

第
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

四
附
則
第
三
十
六
条
の
規
定
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
検
討
）

第
二
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
る
者
の
権
利
を
擁

護
す
る
仕
組
み
の
構
築
及
び
当
該
支
援
の
質
を
公
正
か
つ
適
切
に
評
価
す
る
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2

政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。
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総
則

法
律
第
五
十
二
号

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

御

名

御

璽

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

総
則
（
第
一
条
ー
第
六
条
）

基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等
（
第
七
条
•
第
八
条
）

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
等
（
第
九
条
ー
第
十
五
条
）

雑
則
（
第
十
六
条
ー
第
二
十
二
条
）

罰
則
（
第
二
十
三
条
）

内
閣
総
理
大
臣

目、
第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

附
則

第
一
章

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
女
性
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
に
当
た
り
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
困
難

な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ

の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
推
進
し
、
も
っ
て
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
及
び
女
性
が
安
心
し
て
、
か
つ
、
自
立
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
」
と
は
、
性
的
な
被
害
、
家
庭
の
状
況
、
地
域
社
会
と

の
関
係
性
そ
の
他
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
（
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
女
性
を
含
む
。
）
を
い
う
。

岸

田

文

雄

（
基
本
理
念
）

第
三
条
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
女
性
の
抱
え
る
問
題
が
多
様
化
す
る
と
と
も
に
複
合
化
し
、
そ
の
た
め
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
が
ら
、
抱
え
て
い
る
問
題
及
び
そ
の
背
景
、

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
た
最
適
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
福
祉
が
増
進
さ
れ
る
よ

う
、
そ
の
発
見
、
相
談
、
心
身
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
援
助
、
自
立
し
て
生
活
す
る
た
め
の
援
助
等
の
多
様
な
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支
援
を
包
括
的
に
提
供
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
が
、
関
係
機
関
及
び
民
間
の
団
体
の
協
働
に
よ
り
、
早
期
か
ら
切
れ
目

な
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
人
権
の
擁
護
を
図
る
と
と
も
に
、
男
女
平
等
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た

め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

（
関
連
施
策
の
活
用
）

第
五
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
福
祉
、
保
健
医
療
、
労
働
、
住
ま
い
及
び
教
育
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策
の
活
用
が

図
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
密
な
連
携
）

第
六
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
行
う
機
関

と
福
祉
事
務
所
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。
）
、

児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
。
）
、
保
健
所
、
医
療
機
関
、
職
業
紹
介
機
関
（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働

者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
職
業
紹
介
機
関
を
い
う
。
）
、
職
業
訓
練
機
関
、
教
育
機
関
、
都
道
府
県
警
察
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
総

合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
、

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係

機
関
と
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等

（
基
本
方
針
）

第
七
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以

下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
次
条
第
一
項
の
都
道
府
県
基
本
計
画
及
び
同
条
第
三
項
の

市
町
村
基
本
計
画
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

3

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政

機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。




